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ま え が き 

 

 この活動記録は、平成 26 年４月から平成 27 年３月までの１年間の当

委員会の活動状況や事件の取扱い状況を整理収録したものです。 

 この冊子が、日ごろ労働問題に携わっておられる関係各位に多少なり

ともお役にたてれば幸いに存じます。 

 

 平成 27年７月 

 

                    高知県労働委員会 

                     事務局長 片岡 克夫 
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第 １ 章  組  織 

第 １ 節  委 員 

労働委員会は、労働組合法に基づき、公益の代表者（公益委員）、労働者の代表者（労働者委員）

及び使用者の代表者（使用者委員）をもって構成され、委員の任期は２年である。 

労働者委員は労働組合、使用者委員は使用者団体からの推薦に基づき、また、公益委員は、労･

使委員の同意を得て、知事が任命している。 

会長及び会長代理は、公益委員の中から選挙する。 

平成26年度の当委員会は、第39期委員により運営した。 

第 3 9 期 委 員 名 簿          （任期：平成26年３月18日～平成28年３月17日） 

区分 氏  名 現  職  等 委員経歴 

公 
 
益 
 
委 
 
員 

◎下 元  敏 晴 弁 護 士 昭和56年２月１日～ 

○山 岡  敏 明 弁 護 士 平成６年３月18日～ 

川 田    勲 高知大学名誉教授 平成６年３月18日～ 

藤 原  潤 子 特定社会保険労務士 平成14年３月18日～ 

柴 田  眞由美 元東京労働局雇用均等室長 平成24年３月18日～ 

労 
 
働 
 
者 
 
委 
 
員 

折 田  晃 一 
日本労働組合総連合会 
高知県連合会事務局長 

平成24年３月18日～ 

武 政  澄 夫 
ＵＡゼンセン高知県支部 
運営評議会議長 

平成14年３月18日～ 

森 山  泰 広 四国電力労働組合本部執行委員長 
平成20年９月１日～ 
平成26年６月30日 

畑 山  佳 代 
高知県労働組合連合会 
副執行委員長 

平成24年３月18日～ 

井 上  浩 司 とさでん交通労働組合執行委員長 平成25年７月16日～ 

池 澤  研 吉 
四国電力労働組合高知県本部 
委員長 

平成26年７月１日～ 

使 
 
用 
 
者 
 
委 
 
員 

川 村  直 哉 高知県経営者協会専務理事 平成26年３月18日～ 

森    由 枝 
(有)森総合労務センター 
代表取締役 

平成16年３月18日～ 

水 田  信 幸 高知県経営者協会参与 平成20年３月18日～ 

加 藤    稔 (株)ソフテック代表取締役社長 平成24年３月18日～ 

西 山  彰 一 
宇治電化学工業(株) 
代表取締役社長 

平成26年３月18日～ 

(注) ◎会長  ○会長代理 

   現職は平成27年３月31日現在。ただし、退任委員については退任時 
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第 ２ 節 あっせん員候補者 

 

あっせん員候補者は、労働関係調整法に基づき、労働争議のあっせんに当たることとなっている。

その任期は、法律その他に格別の規定がないので、特別の場合を除くほか、委員改選などの都度、

委解嘱の審議を行っている。 

平成26年度は、現職委員及び事務局職員の中から、次のとおり、公益側８名、労働者側６名及び

使用者側５名に委嘱した。 

 

あっせん員候補者名簿 

氏  名 現  職  等 委嘱年月日 

下 元  敏 晴 弁 護 士 昭和56年２月２日 

山 岡  敏 明 弁 護 士 平成６年３月25日 

川 田    勲 高知大学名誉教授 平成６年３月25日 

藤 原  潤 子 特定社会保険労務士 平成14年３月18日 

柴 田  眞由美 元東京労働局雇用均等室長 平成24年３月19日 

片 岡  克 夫 労働委員会事務局長 平成26年４月３日 

中 澤  純 夫 労働委員会事務局次長 平成25年４月４日 

小 松  正 延 労働委員会事務局審査調整員 平成26年４月３日 

折 田  晃 一 日本労働組合総連合会高知県連合会事務局長 平成24年３月19日 

武 政  澄 夫 ＵＡゼンセン高知県支部運営評議会議長 平成14年３月18日 

森 山  泰 広 四国電力労働組合本部執行委員長 平成20年９月４日 

畑 山  佳 代 高知県労働組合連合会副執行委員長 平成24年３月19日 

井 上  浩 司 とさでん交通労働組合執行委員長 平成25年７月18日 

池 澤  研 吉 四国電力労働組合高知県本部委員長 平成26年７月３日 

川 村  直 哉 高知県経営者協会専務理事 平成26年３月18日 

森    由 枝 (有)森総合労務センター代表取締役 平成16年３月18日 

水 田  信 幸 高知県経営者協会参与 平成20年３月18日 

加 藤    稔 (株)ソフテック代表取締役社長 平成24年３月19日 

西 山  彰 一 宇治電化学工業(株)代表取締役社長 平成26年３月18日 

(注) 現職は平成27年３月31日現在。ただし、退任委員については退任時 
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第 ３ 節  事 務 局 

労働委員会の事務を整理するため、労働組合法に基づいて事務局が置かれている。 

事務局の職員は、会長の同意を得て知事が任命する。 

 

  事 務 局 職 員 名 簿                    平成26年４月１日現在 

職    名 氏    名 事務局発令年月日 

事 務 局 長 片 岡  克 夫 平成26年４月１日 

事 務 局 次 長 中 澤  純 夫 平成25年４月１日 

審 査 調 整 員 小 松  正 延 平成26年４月１日 

主     任 門 田  誠 朗 平成26年４月１日 

主     任 福 留  真 紀 平成22年４月１日 

主     幹 古 田  雅 己 平成25年４月１日 

主     幹 島 村  由記子 平成23年４月１日 
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1　総　　会

　　　　　　　　     　 自  平成26年４月１日
　　　　　　　　     　 至　平成27年３月31日

出　席　委　員

公 労 使
１　高知県教育委員会不当労働行為事件（45年9～11号、
　　46年1号、51年1～10号）について
２　26（個）206号事件のあっせん申請及び終結について
３　26（個）207号事件のあっせん申請について

下元 折田 水田 ４　26（個）208号事件のあっせん申請について
山岡 武政 森 ５　高知赤十字血液センター事件の実情調査終結につい
川田 森山 加藤 　　て
藤原 畑山 川村 ６　高知県厚生連労組（JA高知病院）の争議行為の予告
柴田 西山 　　通知について

７　労働相談実績（３月分）について
８　あっせん員候補者の委解嘱について
９　第39期組織総会・第1688回臨時総会議事録承認につ
　　いて
10　事務局職員の異動について
１　26（あ）1号事件のあっせん申請について
２　26（個）207号事件のあっせん終結について
３　26（個）208号事件のあっせん経過について

下元 折田 水田 ４　26（個）209号事件のあっせん申請について
山岡 武政 森 ５　四国運輸(株)事件及び高知福山通運(株)事件の実
川田 森山 加藤 　　情調査終結について
藤原 畑山 川村 ６　健保労組高知病院支部（高知西病院：（旧）厚生年
柴田 井上 　　金高知リハビリテーション病院）の争議行為の予告

　　通知について
７　第102回四国労働委員会協議会総会について
８　第1689回定例総会議事録承認について
１　26(あ)１号事件のあっせん終結について

下元 折田 水田 ２　26(個)208号事件のあっせん終結について
山岡 畑山 森 ３　26(個)209号事件のあっせん終結について
川田 井上 加藤 ４　26(個)210号事件のあっせん申請について
藤原 川村 ５　高知赤十字病院事件の実情調査終結について

西山 ６　労働相談実績(４月分)について
７　第1690回定例総会議事録承認について
１　26(個)210号事件のあっせん終結について

下元 折田 水田 ２　第513回公益委員会議について
山岡 武政 森 ３　第1691回定例総会議事録承認について
川田 森山 川村
藤原 畑山 西山
柴田

1689 4.3 委員室

1690

5.15

4.17 委員室

1692

1691 5.1 委員室

委員室

第 ２ 章　労働委員会の活動状況

第 １ 節  　会　議　等

総　会　開　催　状　況

付　 議　 事　 項場所月日回数

　労働委員会は、労働委員会規則により月１回以上総会を開くこととされており、当委員会
は、原則として毎月第１及び第３木曜日に定例総会を、また、会長が必要と認めた場合に、
臨時総会を開催することとしている。
　平成26年度は、定例総会が24回開催され、その概要は、次のとおりである。
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出　席　委　員

公 労 使
付　 議　 事　 項場所月日回数

１　26(個)211号事件のあっせん申請及び終結について
２　26(個)212号事件のあっせん申請及び終結について
３　26(個)213号事件のあっせん申請について
４  健保労組高知病院支部（高知西病院：（旧）厚生年
　　金高知リハビリテーション病院）の争議行為の予告

下元 折田 水田 　　通知について
川田 森山 森 ５  高知県運輸合同労組高知通運支部、高知福山通運労
藤原 畑山 川村 　　組、高知県倉庫運送労組、丸中運送労組及び丸福運
柴田 井上 西山 　　輸労組の争議行為の予告通知並びに高知通運（株）

　　事件の実情調査終結について
６　第514回公益委員会議について
７　四国ブロック労働委員会会長連絡会議について
８　労働相談実績(５月分)について
９　第1692回定例総会議事録承認について
１　26(個)213号事件のあっせん経過について
２　26(個)214号事件のあっせん申請について

下元 折田 水田 ３　26(個)215号事件のあっせん申請について
山岡 森山 森 ４　高知県倉庫運送(株)事件の実情調査終結について
川田 井上 加藤 ５　ＪＡ高知病院事件の実情調査終結について
藤原 川村 ６　第515回公益委員会議について
柴田 西山 ７　第102回四国労働委員会協議会総会について

８　平成26年度全国労働委員会会長連絡会議について
９  第1693回定例総会議事録承認について
１　26(個)213号事件のあっせん経過について

下元 折田 水田 ２　26(個)214号事件のあっせん経過について
山岡 武政 加藤 ３　26(個)215号事件のあっせん終結について
川田 畑山 川村 ４　高知西病院事件の実情調査終結について
藤原 井上 西山 ５　労働相談実績(６月分)について
柴田 池澤 ６　あっせん員候補者の委解嘱について

７　第1694回定例総会議事録承認について
１　26(個)213号事件のあっせん経過について

下元 折田 水田 ２　26(個)214号事件のあっせん終結について
山岡 畑山 森 ３　高知福山通運（株）事件の実情調査終結について
川田 井上 川村 ４　第516回公益委員会議について
柴田 池澤 西山 ５　第56回中国・四国地区労働委員会会長連絡会議につ

　　いて
６　第1695回定例総会議事録承認について
１　（株）丸中運送及び（株）丸福運輸事件の実情調査

下元 折田 水田 　　終結について
山岡 畑山 森 ２　労働相談実績(７月分)について
川田 井上 加藤 ３　第1696回定例総会議事録承認について
藤原 池澤 西山
柴田

１　第1697回定例総会議事録承認について
下元 武政 水田
山岡 畑山 加藤
川田 池澤 川村
藤原 西山
柴田

１　26(個)213号事件のあっせん経過について
下元 折田 水田 ２　26(個)216号事件のあっせん申請について
山岡 武政 森 ３　26(個)217号事件のあっせん申請について
川田 畑山 加藤 ４　ＪＡ高知病院事件の実情調査終結について
藤原 井上 西山 ５　労働相談実績(８月分)について
柴田 ６　第1698回定例総会議事録承認について

1697 8.7 委員室

7.3

1699 9.4 委員室

6.51693 委員室

1694 6.19 委員室

1695 委員室

委員室1698 8.21

1696 7.17 委員室
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出　席　委　員

公 労 使
付　 議　 事　 項場所月日回数

１　26(個)216号事件のあっせん経過について
下元 折田 水田 ２　26(個)217号事件のあっせん終結について
山岡 畑山 森 ３　使用者側連絡幹事の交替について
川田 井上 加藤 ４　第1699回定例総会議事録承認について
藤原 池澤 川村 ５　平成26年度「個別労働紛争処理制度」周知月間にお
柴田 西山 　　ける広報について

１　26(個)213号事件のあっせん経過について
山岡 畑山 森 ２　26(個)216号事件のあっせん経過について
川田 池澤 水田 ３　労働相談実績(９月分)について
藤原 西山 ４　第1700回定例総会議事録承認について
柴田

１　26(個)213号事件のあっせん経過について
下元 折田 川村 ２　26(個)216号事件のあっせん終結について
山岡 武政 森 ３　第1701回定例総会議事録承認について
川田 畑山 水田
藤原 井上 加藤
柴田 池澤

１　26(個)213号事件のあっせん経過について
２　高知県運輸合同労組高知通運支部、四国運輸労組、

下元 折田 川村 　　高知福山通運労組、高知県倉庫運送労組、丸中運送
山岡 畑山 森 　　労組及び丸福運輸労組の争議行為の予告通知につい
川田 井上 水田 　　て
藤原 池澤 西山 ３　第517回公益委員会議について
柴田 ４　労働相談実績(10月分)について

５　第1702回定例総会議事録承認について
※委員勉強会「労働審判事件について」
　講師：高知地方裁判所判事
１　26(個)218号事件のあっせん申請及び終結について

下元 折田 川村 ２　26(個)219号事件のあっせん申請について
山岡 武政 森 ３　26(個)220号事件のあっせん申請について
川田 畑山 水田 ４　四国運輸(株)事件の実情調査終結について
藤原 井上 西山 ５　高知県厚生連労組（JA高知病院）の争議行為の予告
柴田 池澤 　　通知について

６　第69回全国労働委員会連絡協議会総会について
７　第1703回定例総会議事録承認について
１　26(個)213号事件のあっせん経過について

下元 武政 川村 ２　26(個)219号事件のあっせん経過について
山岡 畑山 森 ３　26(個)220号事件のあっせん申請について
川田 水田 ４　26(個)221号事件のあっせん申請について
藤原 加藤 ５　26(あ)2号事件のあっせん申請について
柴田 西山 ６　高知福山通運(株)事件の実情調査終結について

７　労働相談実績（11月）について
８　第1704回定例総会議事録承認について
１　26(あ)2号事件のあっせん終結について

下元 折田 水田 ２  26(個)220号事件のあっせん終結について
山岡 畑山 加藤 ３　26(個)221号事件のあっせん終結について
川田 池澤 西山 ４　高知通運（株）、高知県倉庫運送（株）、（株）丸
藤原 　　中運送及び丸福運輸各事件の実情調査終結について
柴田 ５　第1705回定例総会議事録承認について

１　26(個)213号事件のあっせん終結について
下元 折田 川村 ２　26(個)219号事件のあっせん終結について
山岡 武政 森 ３　労働相談実績(12月分)について
川田 畑山 水田 ４　第1706回定例総会議事録承認について
藤原 井上 加藤
柴田 池澤 西山

1706 12.18 委員室

1707 委員室1.8

1700 9.18 委員室

1705 12.4 委員室

10.161702

委員室10.21701

11.20

委員室

1703 11.6 委員室

委員室1704
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出　席　委　員

公 労 使
付　 議　 事　 項場所月日回数

１　ＪＡ高知病院事件の実情調査終結について
下元 武政 川村 ２　第1707回定例総会議事録承認について
山岡 畑山 森
川田 水田
藤原 西山
柴田

１　27(個)222号事件のあっせん申請について
下元 折田 川村 ２　27(個)223号事件のあっせん申請について
山岡 武政 森 ３　労働相談実績(１月分)について
川田 畑山 水田 ４　第1708回定例総会議事録承認について
藤原 井上
柴田 池澤

１　27(あ)1号事件のあっせん申請について
下元 折田 川村 ２　27(個)222号事件のあっせん経過について
山岡 武政 水田 ３　27(個)223号事件のあっせん終結について
藤原 畑山 西山 ４　27(個)224号事件のあっせん申請について
柴田 井上 ５　27(個)225号事件のあっせん申請について

池澤 ６　27(不)1号事件の申立てについて
７　第1709回定例総会議事録承認について
１　27(あ)1号事件のあっせん経過について
２　27(個)222号事件のあっせん終結について
３　27(個)224号事件のあっせん経過について

下元 折田 川村 ４　27(個)225号事件のあっせん経過について
山岡 森山 森 ５　27(不)1号事件について
川田 畑山 水田 ６　高知県運輸合同労組高知通運支部、四国運輸労組、
藤原 池澤 加藤 　　高知福山通運労組、高知県倉庫運送労組、丸中運送
柴田 西山 　　労組及び丸福運輸労組の争議行為の予告通知につい

　　て
７　高知赤十字病院労組の争議行為の予告通知について
８　労働相談実績(２月分)について
９　第1710回定例総会議事録承認について
１　27(あ)1号事件のあっせん終結について
２　27(個)224号事件のあっせん終結について
３　27(個)225号事件のあっせん終結について

下元 折田 川村 ４　27(個)226号事件のあっせん申請について
山岡 武政 水田 ５　27(個)227号事件のあっせん申請及び終結について
川田 畑山 加藤 ６　27(不)1号事件について
藤原 井上 ７　高知赤十字病院事件の実情調査終結について
柴田 池澤 ８　とさでん交通労組の争議行為の予告通知について

９　高知県厚生連労組（ＪＡ高知病院）の争議行為の予
　　告通知について
10　第1711回定例総会の議事録承認について

（注）各種会議等出席のため総会に欠席した委員は、次のとおりである。
　　第1694回定例総会 畑山委員（平成26年度個別労働紛争解決研修出席）
　　第1696回定例総会 藤原委員、加藤委員（平成26年度個別労働紛争解決研修出席）
　　第1699回定例総会 川村委員、池澤委員（平成26年度公労使委員合同研修出席）

委員室

1708

委員室

1.15 委員室

委員室

1709 2.5

1712 3.19

1711 3.5

委員室

1710 2.19
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２　公益委員会議

　　　　　　　　        自  平成26年４月１日
　　　　　　　　        至　平成27年３月31日

回数 月日 場所 出席委員 付　 議　 事　 項

下元
山岡

513 5.15 会長室 川田
藤原
柴田

下元
川田

514 6.5 会長室 藤原
柴田

下元
山岡

515 6.19 会長室 川田
藤原
柴田

下元
山岡

516 7.17 会長室 川田
柴田

下元
山岡

517 11.16 会長室 川田
藤原
柴田

高知県公営企業局にかかる地公労法第５条第２項の認
定手続の開始について

高知県公営企業局にかかる地方公営企業等の労働関係
に関する法律第５条第２項の認定告示について

とさでん交通労働組合の資格審査について（法人登
記）

公  益  委  員  会  議　開　催　状　況

  公益委員会議は、労働組合の資格審査、不当労働行為の判定その他法令に規定された
事項を協議決定するため、会長が必要に応じて招集している。
　平成26年度は５回開催し、その概要は次のとおりである。
　このほか、総会開催前に公益委員の打合せを行い、事件の処理等について協議してい
る。

高知市上下水道局にかかる地公労法第５条第２項の認
定手続の開始について

１　ＵＡゼンセンサニーマート労働組合の資格審査につ
  いて（労働者委員候補者推薦）

２　高知市上下水道局にかかる地方公営企業等の労働関
  係に関する法律第５条第２項の認定告示について
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３　連絡会議

自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日

区分 参集範囲 開催月日 担当県等 開催地

藤原委員 柴田委員

折田委員 井上委員

川村委員 西山委員

下元会長 川田委員

柴田委員 折田委員

森山委員 井上委員

下元会長 山岡委員

川田委員 藤原委員

柴田委員

全　　国 6月13日 青森県 青森市 下元会長 ほか

中国･四国 7月7日 香川県 高松市 下元会長 ほか

四    国 5月16日 香川県 高松市 下元会長 ほか

全　　国 6月12日 青森県 青森市

四    国 5月16日 香川県 高松市

全　　国

（調整主管課長会議）

全　　国

（審査主管課長会議）

四　　国

(審査・調整主管課長会議)

四　　国

(船員労働に係る連絡調整会議)

  片岡局長ほか

  片岡局長ほか

  小松審査調整員

  小松審査調整員

  小松審査調整員

  小松審査調整員

公
益
委
員
会
議

四    国 9月9日 徳島県 徳島市

 片岡局長ほか

 片岡局長ほか

本県出席者

四　　国 6月6日 徳島県 徳島市

中労委 東京都全　　国 11月13日～14日

 中澤次長ほか

三
者
連
絡
会
議

会
長
会
議

局
長
会
議

課
長
会
議

11月28日

7月30日 高知県 高知市

高知市

中労委

7月30日 高知県

東京都

11月27日 中労委 東京都
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４ 連絡会議議題 

 

◎ 第 69回全国労働委員会連絡協議会総会（26.11.13～14 東京都） 

(1) 労働委員会の活性化に向けた取組について          （中労委公労使） 

(2) 非正規労働者である組合員の氏名を開示しないことを理由とする団交拒否に係る 

あっせんについて                   （石川県労委公労使） 

(3) 業務運営主体が変更された場合の使用者性について   （近畿ブロック公労使） 

 

◎ 第 102回四国労働委員会協議会総会（26.6.6 徳島市） 

(1) 少数組合に対する組合事務所の供与について          （香川県労委） 

(2) フランチャイズ契約を締結している加盟店主に対する「労組法上の労働者性」に 

ついて                           （高知県労委） 

(3) 労働局があっせんを行った事案を労委あっせんに申出した場合の取扱いについて 

                                （愛媛県労委） 

 

◎ 第 32回四国地区労働委員会公益委員連絡協議会（26.9.9 徳島市） 

(1) 個別あっせんにおいて、労働契約上の雇用主でない者が、あっせん申請事項に深く 

関わっている場合のあっせん手続上の取扱いについて      （高知県労委） 

(2) 有期労働契約期間中の労働者の解雇について          （愛媛県労委） 

(3) 継続勤務を希望するパワーハラスメントに対する個別あっせんについて 

                                （香川県労委） 

 

◎ 平成26年度全国労働委員会会長連絡会議（26.6.13 青森市） 

(1) 救済命令におけるバックペイの算定について          （広島県労委） 

 

◎ 第 56回中国・四国地区労働委員会会長連絡会議（26.7.7高松市） 

 (1) 個別労働関係紛争あっせんにおける当事者の提供情報等の取扱いについて 

                                 （鳥取県労委） 

 (2) 平成22年（不）第２号セブン－イレブン・ジャパン事件について （岡山県労委） 

 

◎ 四国ブロック労働委員会会長連絡会議（26.5.16 高松市） 

(1) 臨時・非常勤職員（地方公務員法第3条第3項第3号）に係る労働相談、あっせんの

取扱について                        （徳島県労委） 

(2) 個別的労使紛争における「労働者」の範囲について       （高知県労委） 

(3) 採用面接時における使用者の発言と不当労働行為の関係について （愛媛県労委） 

 

◎ 平成 26年度全国労働委員会事務局長連絡会議（26.6.12 青森市） 

 (1) 審査概況等について 

 (2) 調整事件等の概況について 

 (3) 今後の労働委員会活性化の取組について 

 (4) 平成26年度公労使委員合同研修について 
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 (5) 第69回全労委総会について 

 (6) 労働委員会制度創設70周年記念行事について 

 (7) 次回の全労委会長・事務局長連絡会議の開催地等について      （中労委） 

 

◎ 四国地区労働委員会事務局長連絡会議（26.5.16 高松市） 

 (1) 個別労働関係紛争のあっせん応諾率の向上について       （徳島県労委） 

 (2) メール労働相談の運用状況について              （高知県労委） 

 (3) あっせん申請時等において当事者の努力不足等が見受けられる案件の取扱いにつ 

いて                            （香川県労委） 

 

◎ 平成 26年度全国労働委員会事務局調整主管課長会議（26.11.28 東京都） 

 (1) 調整業務の運営について                     （中労委） 

 (2) 都道府県労働委員会からの業務報告 

 (3) 都道府県労働委員会等からの事例報告 

    ・労働争議調整事件における事例 

    ・個別労働紛争事件における事例 

 

◎ 平成 26年度全国労働委員会事務局審査主管課長会議（26.11.27 東京都） 

 (1) 業務概況説明                          （中労委） 

 (2) 三者委員勧告における実例報告 

 (3) 審査事件の履行確認の実例報告 

 (4) 平成タクシー控訴審判決(H26.9.10)の内容及びその経緯 

 

◎ 平成 26年度四国ブロック労働委員会事務局審査・調整主管課長会議  

                               （26.7.30 高知市） 

 (1) 個別的労使紛争のあっせんにおける多数の申請者からの同時申請に対する対応に 

ついて                           （徳島県労委） 

 (2) 労働委員会活動のＰＲについて                （香川県労委） 

 (3) ①労働委員会総会の活性化について 

②あっせん不応諾時における委員による説得等について 

③労働委員会の広報について                 （愛媛県労委） 

 (4) 四国地区の連絡会議・協議会の日程の変更について       （高知県労委） 

 

◎ 船員労働に係る連絡調整会議  （26.7.30 高知市） 

 (1) ①ＥＣＤＩＳの具体的な搭載義務船舶             （四国運輸局） 

    ②船員とその労働組合・労務団体の概要 

    ③船員の最低賃金について 

    ④行政相談状況 

（2） 連絡調整会議の廃止について 
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前年度

繰　越 調停 仲裁 終結

1 4 4 3

1 3 4 4

3 3 3

1 1 10 11 10

職 権 に

組合 双方 よるもの

4 4

3 3

3 3

10 10

件数 件数 構成比 件数 構成比 件数

0

0

0

1 25.0% 1

0

1 25.0% 1

2 1 25.0% 3

0

0

1 33.3% 1

0

0

0

0

0

0

0

0

2 2

0

0

2 66.7% 1 25.0% 3

0

0

4 3 - 4 - 11

18.2%

0.0%

0.0%

団交促進

事前協議制 0.0%

企業合併･営業譲渡

人員整理

配置転換

0.0%

- -

第  ２  節　労働争議の調整及び実情調査

１　労働争議の調整

第３表　申請内容区分（新規申請分）

合計

第２表　申請区分（新規申請分）

新規申請
合計

第１表　調整区分及び処理状況

9

3

3

あっせん

1

　　　　　　　　　区分
年度

（１）　概　　況
平成26年度の調整事件の取扱件数は、あっせん事案３件であり、全て労働組合からの申

請であった。
申請内容としては、賃金増額に関するもの、諸手当に関するもの、その他賃金に関する

もの、団交促進に関するものがそれぞれ１件であった（申請内容ごとの件数は、平成26年
度申請分から、１件の申請で複数の区分に該当する場合、それぞれの区分で計上してお
り、申請件数とは一致しない。）。
　申請３件のうち２件が解決、１件が打切りとなった。

なお、個人が不利益取扱いを受けた後に加入した労働組合からの申請によるもの（いわ
ゆる「駆け込み訴え」）は、２件であった。

申請によるもの

使用者

計
処理状況

繰越

1

25年度

50.0%

24年度

計

構成比

　　　　　　　　　区分
年度

退職一時金･年金

労働時間

休日･休暇

作業方法の変更

定年制

その他の労働条件

24年度

25年度

合計

0.0%

0.0%

0.0%

25年度 26年度

構成比

26年度

計

組合承認･組合活動

26年度 3

諸手当

その他賃金に関するもの

事業休廃止･事業縮小

解雇

その他の経営･人事

福利厚生

その他

解雇手当･休業手当

計

50.0%

賃金増額

協約締結･全面改定

協約効力･解釈

　　　　　　　　　年度
区分

一時金

9.1%

0.0%

24年度

9.1%

27.3%

0.0%

9.1%

0.0%

0.0%

27.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
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第４表　終結処理区分

件数 件数 構成比 件数 構成比 件数

1 25.0% 1

2 1 25.0% 2 66.7% 5

1 2 50.0% 1 33.3% 4

3 4 - 3 - 10

1 0 - - 1

処理
日数
回数 公 労 使

     ３  処理日数は調整員指名日から終結日までの日数、回数はあっせん委員会等の開催日数

事 件 番 号

解決

打切
不調
却下

取下

解決

(注）１　事件番号は、暦年による

　　 ２　受付指名月日の項上段：受付日、下段：調整員等の指名日

生活関連サービス業・
娯楽業

26.12.2

26.12.3

未払賃金の支払、業務
車両の修理代を請求し
ないこと等

26（あ）２号
26.12.17

26（あ）１号

医療・福祉

26.4.10

26.4.15
労

賃金を専門職とし、前
歴加算を行うこと

労

26年度

66.7%

33.3%

処理
結果

終結
月日

加
藤

15日

1回

1回

-

（２）　取扱事件一覧

申請
区分 申 請 事 項

25年度

受付・
指　名
月　日

裁定

26.4.21
7日

解決

調整員

構成比

10.0%

50.0%

40.0%

-

累計

（新規受付）

移管

　　　　　　　　　区分
年度 構成比

24年度

翌年度繰越 - -

終結

合計

打切 27.3.10
29日

1回

川
田

井
上

水
田

労
団体交渉への前理事長
の出席

27（あ）１号

医療・福祉

27.2.9

27.2.10

川
田

折
田

加
藤

川
田

畑
山
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２　実情調査

（１）　概　　況

区分

(10) (9) (9) (12) (11) (15) (10) (14) (9) (11)

24 20 27 23 32 26 37 29 35 25

25 20 24 24 28 31 33 34 33 26 1,582

9 9 12 11 15 10 14 9 11 10

（２）　取扱事件一覧

区分

128 職員 解決

136 〃 打切

2 〃 解決

141 〃 解決

57 〃 解決

20 〃 解決

42 〃 解決

14 〃 解決

38 〃 打切

17 〃 解決

128 〃 解決

（注） 開始年月日欄の（　）は、中労委の争議行為予告通知書の受付日である。

〃
中５号

〃
中６号

〃
中７号

〃
中８号

高知福山通運（株）

高知県倉庫運送（株）

丸中運送（株）

H26.3.3
(H26.2.27)

H26.3.3
(H26.2.27)

H26.4.17

H26.4.17

H26.6.19

H26.8.7

H26.8.7

H26.5.1

　労働争議の実情調査は、高知県労委又は中労委に公益事業の争議行為の予告通知があっ
たもののうち、労使交渉が高知県内で行われるものについて実施した。
  平成26年度は、新たに調査を開始したものが25件、前年度からの繰越が11件で、このう
ち26件が終結し、10件が翌年度に繰り越した。

H26.3.3
(H26.2.27)

H26.3.3
(H26.2.27)

H26.3.3
(H26.2.28)

内　容
終結年月日開始年月日

H26.3.3
(H26.2.26)

H26.3.3
(H26.2.27)

H26.3.3
(H26.2.27)

ベースアップ
の要求等

ベースアップ
の要求等

ベースアップ
の要求等

ベースアップ
の要求等

H26.7.3

H26.6.5

（前年度からの繰越）

年度 16年度
まで

処理
状況

開　始

終  結

〃
中４号

調　  　　　査

ベースアップ
の要求等

ベースアップ
の要求等

賃金是正等

ベースアップ
の要求等

H25.10.9 H26.6.19

繰  越

事件
番号

（注） （　）内は前年度からの繰越件数である。（外数）

26年
中１号

〃
中２号

〃
中３号

25年
高４号

JA高知病院
夜勤の人員確
保

1,592

17 18 19 20 計21 22 23 2624 25

組合
員数

事　　件　　名

厚生年金高知リハビリ
テーション病院

高知通運（株）

1,314

1,304

10

四国運輸（株）

丸福運輸（株）

高知赤十字病院

〃
中９号

高知県赤十字血液セン
ター

ベースアップ
の要求等

H26.3.3
(H26.2.28)

H26.4.3

26年
高１号

JA高知病院
ベースアップ
の要求等

H26.3.19 H26.9.4
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区分

136 職員 打切

136 〃 解決

2 〃 解決

57 〃 解決

21 〃 解決

41 〃 解決

14 〃 解決

2 〃 解決

146 〃 解決

58 〃 解決

18 〃 解決

41 〃 解決

14 〃 解決

122 〃 解決

2 〃 繰越

147 〃 繰越

61 〃 繰越

20 〃 繰越

40 〃 繰越

14 〃 繰越

（注） 開始年月日欄の（　）は、中労委の争議行為予告通知書の受付日である。

H26.11.4
(H26.10.31)

H26.6.2
(H26.5.30)

H26.6.2
(H26.5.30)

H26.6.2
(H26.5.30)

H26.6.2
(H26.5.30)

年末一時金等

事　　件　　名
組合
員数

一時金の要求
等

H26.6.2
(H26.5.30)

H26.7.3

H26.7.3

H26.6.5

H26.7.17

H26.6.19

H26.8.7

H26.11.20

夏期一時金等

一時金の要求
等

一時金の要求
等

賃金引き上げ
等

内　容
調　  　　　査

H26.12.18

H26.12.4
H26.11.4
(H26.10.31)

H26.11.4
(H26.10.31)

H27.3.2
(H27.2.27)

H27.3.2
(H27.2.27)

H27.3.2
(H27.2.27)

H26.11.4
(H26.10.31)

H27.3.2
(H27.2.27)

就業規則の是
正等

処理
状況開始年月日 終結年月日

H26.4.7
(H26.4.2)

年末一時金等

年末一時金等

賃金引き上げ
等

賃金引き上げ
等

〃
中22号

〃
中24号

〃
中23号

〃
中３号

〃
中４号

高知福山通運（株）

高知県倉庫運送（株）

高知福山通運（株）

丸中運送（株）

四国運輸（株）

丸中運送（株）

〃
中20号

丸福運輸（株）

〃
中25号

年末一時金等

高知県倉庫運送（株）

〃
中５号

丸中運送（株）
賃金引き上げ
等

〃
中６号

丸福運輸（株）

H26.8.7

〃
中21号

高知通運（株） 年末一時金等
H26.11.4
(H26.10.31)

H26.12.18

高知西病院

高知西病院

高知通運（株）

高知福山通運（株）

高知県倉庫運送（株）

（新規受付）

26年
中14号

〃
中15号

〃
中16号

〃
中17号

〃
中19号

〃
中18号

事件
番号

H26.6.2
(H26.5.30)

一時金の要求
等

一時金の要求
等

H26.12.18

〃
中26号

丸福運輸（株） 年末一時金等
H26.11.4
(H26.10.31)

H26.12.18

〃
高２号

JA高知病院 年末一時金等 H26.11.18 H27.1.15

27年
中１号

高知通運（株）
賃金引き上げ
等

H27.3.2
(H27.2.27)

〃
中２号

四国運輸（株）
賃金引き上げ
等

H27.3.2
(H27.2.27)
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区分

41 職員 打切

689 〃 繰越

61 〃 繰越

24 〃 繰越

121 〃 繰越

（注） 開始年月日欄の（　）は、中労委の争議行為予告通知書の受付日である。

定期昇給の完
全実施等

賃金引き上げ
要求等

H27.3.19

H27.3.16
(H27.3.9)

終結年月日

H27.3.19

（新規受付）

処理
状況

H27.3.2
(H27.2.27)

H27.3.16
(H27.3.9)

H27.3.16
(H27.3.9)

開始年月日

調　  　　　査

〃
中10号

27年
高１号

27年
中７号

高知赤十字病院

とさでん交通(株)

高知西南交通(株)

事件
番号

事　　件　　名

高知東部交通(株)

JA高知病院

賃金表の改善
等

賃金引き上げ
要求等

賃金引き上げ
要求等

〃
中８号

〃
中９号

組合
員数

内　容
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133 1 2 1 1 138

59 1 1 61

40 40

594 1 2 2 3 1 603

1 1

2 2

あっせん 36 36

調    停 12 12

877 2 2 2 2 2 3 3 893

（新規受付）

区分

26年１号 無 適

26年２号 無 適

27年１号

（注）事件番号は、暦年による。

H27.2.16 翌年度繰越

年月日

補正の
有無

H26.5.30 H26.6.5

１　労働組合の資格審査

処理状況

計

19年度
まで

法人登記

労働者供給事業

 平成26年度の資格審査は、新規受付３件であった。その立証目的は、不当労働行為
救済申立１件、法人登記１件、委員推薦１件であった。
 このうち、２件は労組法の規定に適合するものと決定し、１件は翌年度に繰り越し
た。

番号 立証目的

第 ３ 節　　審　　　査

労組法第18条

総会で特に必要と認めたもの

旧法によるもの

2624 25

（１） 概　　況

（２） 取扱事件一覧

委員推薦

計

不当労働行為

20

【資格審査立証目的別受付件数】

22 2321
　　　　　　　　　　　 年度
区分

不当労働行為（27年（不）１号）

H26.10.15 H26.11.6

受付年月日

労働委員推薦

法人登記

- 17 -



件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

59 28.6% 59 28.5%

6 2.9% 6 2.9%

32 15.5% 1 100.0% 33 15.9%

80 38.8% 80 38.6%

27 13.1% 27 13.0%

2 1.0% 2 1.0%

206 - 0 - 1 - 207 -

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

128 67.0% 128 66.7%

1 0.5% 1 0.5%

11 5.8% 11 5.7%

22 11.5% 22 11.5%

27 14.1% 1 100.0% 28 14.6%

2 1.0% 2 1.0%

191 - 1 - 0 - 192 -

15 14 15 - -

和　　解

第２表　事件処理区分

　　　　　　　年度
区分

取　　下

移　　送

（注）　同一事件で救済内容が数項目にわたるものは、主要な１項目のみ取り上げて計上した。

累　計

繰　　越

26年度

計

25年度24年度まで

却　　下

棄　　却

救　　済

２　不当労働行為救済申立事件の審査

（１）　概　　況

第１表　救済申立内容区分

計

解雇

　平成26年度の不当労働行為救済申立事件の取扱いは、前年度からの繰越が14件、新
規受付が１件の、合わせて15件であった。このうち14件(93.3%)が公務員関係、１件
(6.7%)は民間関係であった。
  15件とも翌年度へ繰り越した。

累　計24年度まで 25年度 26年度　　　　　　　年度
区分

工場閉鎖・人員整理

団交拒否

不利益処分

支配介入

第２組合の解散命令
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  （前年度からの繰越）

参与

委員

公益
 S45. 委員

11.4 の

全員

公益
 S46. 委員

1.21 の

全員

公益

 S51. 委員

2.25 の

全員

  （新規受付）

参与

委員

 H27.

2.16
平成27年（不）１号

７条２号・３号

翌年度
繰 越

山岡 畑山
１ 団交応諾

２ 支配介入の排除
藤原 川村

３ 謝罪文の交付

事件番号
受付
月日

請求する救済内容の要旨
処理
状況

担当委員

審査
委員

７条１号

１ 懲戒処分の取消し

事件番号

昭和45年（不）９-11号
併合事件

昭和46年（不）１号事件

昭和51年（不）１-10号
併合事件

１ 懲戒処分の取消し

２ 給与上の不利益回復

３ 陳謝文の交付

７条１号

２ 給与上の不利益回復

１ 懲戒処分の取消し

２ 給与上の不利益回復

３ 陳謝文の交付

７条１号

３ 陳謝文の交付

担当委員

審査
委員

受付
月日

処理
状況

（２）　取扱事件一覧

請求する救済内容の要旨

水田

折田

水田

折田

翌年度
繰　越

翌年度
繰　越

折田

翌年度
繰　越

水田
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（３） 事件別概要 

 

昭和 45 年（不）第９～11 号併合事件 

昭 4 5． 1 1． 4 受 付 

繰 越 

 

  申 立 人       （個人申立） 

         高知県立Ａ高等学校   用務員Ｍ 

         高知県立Ｂ高等学校   調理員Ｎ 

         高知県立Ｃ高等学校   守 衛Ｏ 

 

  被申立人   Ｙ 

 

請求する救済の内容 

 １ 懲戒処分の取消し 

 ２ 給与上の不利益回復 

 ３ 陳謝文の交付 

 

申立人主張の要旨 

１ 被申立人は、昭和 44 年 11 月５日に申立人に対し、「昭和 44 年７月 10 日、Ｘ組合

の同盟罷業に際し、上司の承認を受けないで正常な勤務をしなかった。このことは、

地方公務員法第 32 条、第 35 条及び地方公営企業労働関係法第 11 条に違反する。」と

して、懲戒（減給）処分を行った。 

２ しかしながら、申立人は、申立人が加入するＸ1組合の上部組織であるＸ2組合及び

Ｘ組合がなした昭和 44 年度人事院勧告の早期獲得と完全実施を目的とした統一行動

に参加したものであって、申立人の行為もまた正当な組合活動であり、したがって、

被申立人の本件処分は、この正当な組合活動に対して不利益な取扱いをなしたもので、

労働組合法第７条第１号に該当する不当労働行為である。 

 

被申立人主張の要旨 

  現在に至るまで答弁書の提出がない。 

 

審 査 経 過 

  昭和 45 年 11 月 12 日調査開始以来、答弁書、各側準備書面の提出がなく、審査不開

始のまま平成 27 年度に繰り越した。 
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昭和 46 年（不）第１号事件 

昭 4 6 .  1． 2 1 受 付 

繰 越 

 

  申 立 人       （個人申立） 

         高知県立Ａ高等学校   用務員Ｍ 

 

  被申立人   Ｙ 

 

請求する救済の内容 

 １ 懲戒処分の取消し 

 ２ 給与上の不利益回復 

 ３ 陳謝文の交付 

 

申立人主張の要旨 

１ 被申立人は、昭和 45 年１月 22 日に申立人に対し、「昭和 44 年 11 月 13 日、Ｘ組合

の同盟罷業に際し、上司の承認を受けないで正常な勤務をしなかった。このことは、

地方公務員法第 32 条、第 35 条及び地方公営企業労働関係法第 11 条に違反する。」と

して、懲戒（減給）処分を行った。 

２ しかしながら、申立人は、申立人が加入するＸ1組合の上部組織であるＸ2組合及び

Ｘ組合がなした昭和 44 年度人事院勧告の完全実施を目的とした統一行動に参加した

ものであって、正当な組合活動であり、したがって、被申立人の本件処分は、この正

当な組合活動に対して不利益な取扱いをなしたもので、労働組合法第７条第１号に該

当する不当労働行為である。 

 

被申立人主張の要旨 

  現在に至るまで答弁書の提出がない。 

 

審 査 経 過 

  昭和 46 年１月 26 日調査開始以来、答弁書、各側準備書面の提出がなく、審査不開始

のまま平成 27 年度に繰り越した。 
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昭和 51 年（不）第１～10 号併合事件 

昭 和 5 1． 2． 2 5 受 付 

繰         越 

 

  申 立 人       （個人申立） 

         高知県立Ａ高等学校     用 務 員Ｍ 

         高知県立Ｂ高等学校     守 衛Ｎ 

         高知県立Ｃ高等学校     技 能 員Ｏ 

         高知県立Ｄ高等学校     用 務 員Ｐ 

         高知県立Ｅ高等学校     技 能 員Ｑ 

         高知県立Ｆ高等学校     技 能 員Ｒ 

         高知県立Ｇ高等学校     守 衛Ｓ 

         高知県立Ｈ高等学校     技 能 員Ｔ 

         高知県立Ｉ高等学校     技 師Ｕ 

         高知県立Ｊ高等学校     守 衛Ｖ 

 

  被申立人   Ｙ 

 

請求する救済の内容 

 １ 懲戒処分の取消し 

 ２ 給与上の不利益回復 

 ３ 陳謝文の交付 

 

申立人主張の要旨 

１ 被申立人は、昭和 50 年２月 27 日に申立人に対し、「昭和 49 年４月 11 日、13 日

及び同年５月 23 日にＸ組合の同盟罷業に際し、上司の承認を受けないで正常な勤務

をしなかった。」として、戒告処分をした。 

２ しかしながら、申立人は、申立人らが加入するＸ1組合の上部組織であるＸ2組合及

びＸ組合が正当な組合活動として取り組んだ賃上げ等を要求する統一行動に参加し

たものであって、申立人の行為もまた正当な組合活動であり、したがって、被申立人

の本件処分は、この正当な組合活動に対して不利益な取扱いをなしたもので、労働組

合法第７条第１号に該当する不当労働行為である。 

 

被申立人主張の要旨 

  現在に至るまで答弁書の提出がない。 

 

審 査 経 過 

  昭和 51 年２月 27 日調査開始以来、答弁書、各側準備書面の提出がなく、審査不開始

のまま平成 27 年度に繰り越した。 
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平成 27年（不）第１号事件 

平 27.２.16 受付 

                              繰      越 

 

 

  申 立 人       Ｘ組合 

 

  被申立人   Ｙ法人 

 

請求する救済の内容 

１ 支配介入の解消  

２ 誠実団交の実施  

３ 謝罪文の掲示  

 

申立人主張の要旨 

被申立人が行った次の各行為は労働組合法第７条第２号及び同条第３号に規定する不

当労働行為に該当する。 

１ 平成 26 年２月 17 日にＸ組合執行委員長Ａに行った配置転換命令にかかる一連の

行為。 

２ 団体交渉における申立人の要求に対する被申立人の不誠実な対応。 

 

 

審 査 経 過 

申立人の主張等を整理したうえで被申立人に答弁書等の提出を求めることとし、平成27年

度に繰り越した。 
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調 審 和

査 問 解

19.5.29 20.2.25 273 3 3 命令（一部救済）

21.1.9 21.4.22 104 2 取下

20.1.10 21.8.24 593 6 4 2 命令（一部救済）

15.11.12 22.3.29 2,330 12 4 取下

15.11.12 22.3.29 2,330 12 4 取下

15.11.13 22.3.29 2,329 12 4

22.8.31 23.1.5 128 2

22.8.31 23.7.21 325 5

23.1.7 23.8.24 230 3 2

24.7.12 25.12.3 510 5 3 3

計 - - 9,152 62 24 5

915日
 365日

1,151日

第２表　終結事件の平均所要日数（昭24～平26）

取下

平成24年（不）１号 関与和解

550

審査回数

終結件数

35

157

192

573

終結事由

平均所要日数

445

申 立
年月日

第１表　終結事件別審査状況（最近終結事件10件）

終 結
年月日

所要
日数

平成22年（不）１号

平成23年（不）１号

平成15年（不）３号

　高知県労働委員会では、不当労働行為救済申立てから事件終結までの期間の目標を
１年以内としている。(平成17年３月17日第485回公益委員会議決定)

　最近の終結事件10件の実績では、下表１のとおり平均所要日数915日となっている。
そのうち、命令・決定事件は３件（平均365日）、取下・和解事件は７件（平均1,151
日)である。

（４）　審査期間の目標の達成状況等

事件番号

10件

取下

取下

命令（棄却）

平成22年（不）２号

平成19年（不）１号

平成21年（不）１号

平成20年（不）１号

平成15年（不）２号

平成15年（不）４号

平均所要日数
命令･決定事件：
取下･和解事件：

全体：

命令・決定事件

取下・和解事件

計

15,568

のべ所要日数

89,978

105,546
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昭24～33 2 1 1 5

昭34～43  1 3 2 1 7

昭44～53  1 3 1 6

昭54～63 2

平元～10  2 2 4 10

平11～20  2 1 3

平21～26 1 2

計 3 5 8 6 5 1 35

昭24～33 17 6 4 1 1 30

昭34～43 8 23 7 13 6 59

昭44～53 2 4 2 2 2 4 1 18

昭54～63 1 3 5 1 2 1 12 27

平元～10 1 1 5 1 3 13

平11～20 1 1 1 3

平21～26 2 1 1 3 7

計 28 37 22 20 17 6 19 157

1

３年超

２年超
～
３年

２年超
～
３年

１年半超
～
２年

1

1

2

2

～30日 31～90日 91～180日 181～365日
１年超

～
１年半

     審査
     期間
 終結
 年度

第３表　審査期間別終結件数（命令・決定事件）

第４表　審査期間別終結件数（取下・和解事件）
     審査
     期間
 終結
 年度

7

～30日 31～90日 91～180日 181～365日
１年超

～
１年半

8

1

2

1

2

2

１年半超
～
２年

計

３年超 計
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認定告示一覧

企業名 申出者 告示年月日

　 地方公営企業等の労働関係に
   関する法律に基づく認定告示

第 ４ 節

労組法第２条第１号に規定する者の範囲

労働委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律の定めるところにより、地方
公営企業及び特定地方独立行政法人に勤務する職員が結成し、又は加入する労働組合に
ついて、労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲(いわゆる非組合員の範囲)を認定
し、告示することとされている。
　平成26年度に認定告示されたものは、次の２件である。

概　　　　況

高知県
公営企業局

高知県
公営企業局

26.８.８

本局の医監、次長、課長、企画監、副参事、課長補佐
及び専門企画員
本局の人事、服務及び給与担当のチーフ、主任、主
幹、主査及び主事
事業所の所長及び次長
病院の院長、副院長、経営事業部長、経営事業部次
長、診療部長、主任部長、看護部長及び副看護部長

統括技監、次長、課長、検査技監、副参事、課長補
佐、所長、場長、総務担当係長、財務担当係長及び企
画調整担当係長

26.６.27
高知市
上下水道局

高知市
上下水道局
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第 ５ 節　　個 別 労 使 紛 争 の 解 決 促 進

１　労働相談

概　　況

【合同労働相談会の概要】
　(1) 日　時　　　：平成27年３月２日（月）午前10時～午後４時
　(2) 場　所　　　：高知県庁北庁舎
　(3) 相談件数　　：22件
　(4) 相談内容　　：パワハラ７件、解雇６件、賃金未払３件など、計32件
　(5) 相談担当機関：弁護士会、司法書士会、社会保険労務士会、労働局企画室・
　　　　　　　　　　雇用均等室、労働委員会事務局

第１表　労働相談件数の推移

年度
16年度
まで

件数 280

（注）　平成26年度については、合同労働相談会の件数を含んでいる。

827378

26

423225201212198196

21 22 23 24

平成13年４月から、個々の労働者と使用者との間の労働問題に関する相談があっ
た場合は、事務局職員が、判例等の情報提供や助言、適切な機関の紹介などを行っ
ている。

平成26年度に取り扱った労働相談の件数は423件で、相談開始以来、過去最多と
なった。そのうち、労働者からの相談が412件、使用者からの相談が11件で、相談内
容では「パワハラ・嫌がらせ」が119件で最も多く、次いで、「その他」を除くと、
「退職」が64件、「解雇」が60件であった。企業規模別では、30人未満の企業が多
い。

なお、平成26年度は、県内の労働相談機関と連携して、県内では初めての合同労
働相談会を実施した。

17 18 19 20 25

110
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第２表　労働相談の内訳
企業規模

相談内容 労 使 労 使 労 使 労 使 労 使 労 使
実件数 423 412 11 129 8 82 43 52 1 106 2

経営又は人事 169 162 7 43 7 49 10 22 38
ア 解雇（エ①の懲戒解雇は除く） 60 56 4 19 4 13 3 7 14
　① 整理解雇 7 5 2 3 2 1 1
　② 普通解雇 29 27 2 7 2 10 2 1 7
　③ 退職強要 10 10 8 1 1
　④ 契約更新拒否､雇止め 14 14 1 2 1 5 5
イ 配置転換､出向･転籍 14 14 2 4 2 6
ウ 復職 2 2 1 1
エ 懲戒処分 7 6 1 1 5 1
　① 懲戒解雇
　② その他の懲戒処分 7 6 1 1 5 1
オ 退職 64 63 1 22 1 15 3 9 14
カ 勤務延長、再雇用 2 2 1 1
キ その他経営又は人事 20 19 1 2 1 12 3 2

賃金等 91 90 1 43 1 14 9 8 16
ク 賃金未払い 51 50 1 24 1 8 7 4 7
ケ 賃金増額 1 1 1
コ 賃金減額 10 10 5 2 3
サ 一時金 1 1 1
シ 退職一時金 7 7 4 1 2
ス 解雇手当 3 3 1 1 1
セ 休業手当 5 5 2 1 1 1
ソ 諸手当 3 3 1 1 1
タ その他賃金 8 8 5 3
チ 年金（企業年金、厚生年金等） 2 2 1 1

労働条件等 173 166 7 54 6 26 18 27 1 41
ツ 労働契約 23 21 2 8 2 1 2 3 7
テ 労働時間 21 19 2 6 2 1 4 5 3
ト 休日・休暇 6 6 3 1 2
ナ 年次有給休暇 33 32 1 10 7 3 3 1 9
ニ 育児休業・介護休業 3 3 2 1
ヌ 時間外労働 27 26 1 10 1 3 4 5 4
ネ 安全・衛生 3 3 1 1 1
ノ 福利厚生制度
ハ 社会保険 23 23 9 4 1 4 5
ヒ 労働保険 26 25 1 7 1 6 1 3 8
フ その他の労働条件等 8 8 3 3 2

職場の人間関係 126 126 33 22 18 23 30
ヘ セクハラ 7 7 4 3
ホ パワハラ・嫌がらせ 119 119 29 22 18 20 30

その他 69 66 3 18 1 15 10 3 20 2
マ その他 69 66 3 18 1 15 10 3 20 2

　総　　　計 628 610 18 191 15 126 65 83 1 145 2
(注)　平成26年度から、１件の相談で複数の相談内容に該当する場合、それぞれの内容で計
　　上しており、相談件数の合計と相談内容の合計は一致しない。
　　　平成26年度については、合同労働相談会の件数を含んでいる。

不明計 300人以上30人未満 30～99人 100～299人
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第１表　取扱件数

計

24

18

22

64

件数 件数 構成比 件数 構成比 件数

4 3 20.0% 11 36.7% 18

1 1 6.7% 1 3.3% 3

1 6.7% 1

1 1

2 4 26.7% 5 16.7% 11

1 1

2 6.7% 2

4 2 13.3% 2 6.7% 8

1 1

3 1 3.3% 4

0

1 1

1 1 6.7% 2

0

0

1 3.3% 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 1 3.3% 2

0

0

1 3.3% 1

1 3 20.0% 3 10.0% 7

3 2 6.7% 5

24 15 - 30 - 69

0.0%

1.4%

1.4%

10.1%

7.2%

0.0%

0.0%

2.9%

0.0%

0.0%

1.4%

26年度

26年度

15.9%

1.4%

26.1%

4.3%

1.4%

-

構成比

5.8%

0.0%

1.4%

2.9%

0.0%

0.0%

　　　　　　　　　　　年度
区分

24年度

懲戒処分

16.7%

4.2%

4.2%

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

8.3%

賃金未払

賃金増額

賃金減額

一時金

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

その他賃金

年金(企業年金・厚生年金等)

配置転換、出向・転籍

復職

4.2%

16.7%

4.2%

12.5%

4.2%

4.2%

解雇・退職強要・雇止め

59

労働者

25年度

24年度

25年度

26年度

計

構成比

158

153

2

翌年度繰越

3

2

終結

合計

15

20

23 1

24

計

24

新規申請

5

20

25年度

使用者

２　個別労使紛争のあっせん

第３表　申請内容内訳（新規申請分）

第２表　申請区分（新規申請分）

　　　　　　　　　　　区分
年度

 （１）　概　　況
  労働相談のうち相談者があっせん申請した場合には、あっせんを行う。
  平成26年度は、新規申請が20件で、全て労働者からの申請であった。申請内容では退職に関するも
のが最も多かった。
　取り扱った22件の全てが終結した。その内訳は、解決14件、打切８件であった。

　　　　　　　　　　　区分
年度

計

前年度繰越

21

16

22

59

15

20

59

24年度

0

5

処理状況取扱件数

その他の労働条件等

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

-

育児休業・介護休業

その他

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

時間外労働

4.2%

4.2%

12.5%

計

2.9%

11.6%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
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第４表　終結処理区分

件数 件数 構成比 件数 構成比 件数

0 0 0.0% 0 0.0% 0

9 7 43.8% 8 36.4% 24

4 0 0.0% 0 0.0% 4

8 9 56.3% 14 63.6% 31

21 16 - 22 - 59

3 2 - 0 - -

　　終結処理区分を中労委への定例報告とあわせるよう修正した。

修正前 修正後

不適

不開始

打切

取下

解決

処理

日数
終結月日 公 労 使

処理

日数
終結月日 公 労 使

処理
結果

農業、林業

契約の更新等

労

開催
月日

あっせん員

26(個)206号
H26.3.20 労 解雇に伴う損害賠償等

事 件 番 号
受付
月日

申請
区分

申 請 事 項
処理
結果

製造業 H26.4.3

26(個)207号
H26.3.26 労 異動の撤回等 打切

22日

労
H26.4.18

森

水
田

畑
山

藤
原

井
上

（新規受付）

あっせん員

-

-

武
政

15日
川
田

西
山

不払賃金の支払い 打切

宿泊業・飲食サービス業

26(個)211号
H26.5.15

労 整理解雇扱い等 打切

26(個)209号
H26.4.15 異動の撤回等 解決

開催
月日

合計

52.5%

0.0%

申請
区分

申 請 事 項

情報通信業

6.8%

40.7%

取下

-

労

（注）第４表　終結処理区分について

解決

打切

0.0%

42.9%

24年度

不適

　　　　　　　　　　　区分
年度 構成比

26年度

不開始

19.0%

38.1%

25年度

（２）　取扱事件一覧

構成比

-

　　 平成26年度申請分から、１件の申請で複数の区分に該当する場合、それぞれの区分に計上しており、第２表
　 の申請件数の合計とは一致しない。

合計

終結

翌年度繰越

（注）第３表　申請内容件数区分について

事 件 番 号
受付
月日

打切
15日

川
田

藤
原

H26.4.18
4日

柴
田

医療・福祉

24日
H26.4.25解決

26(個)208号

サービス業
H26.4.2

H26.4.25

26(個)210号
H26.4.22

あっせんに適しないものであるため、
あっせんを行わなかったもの

「不開始」に含めて計上しない

相手方当事者があっせんに応じなかった
ため、あっせんを行わなかったもの

あっせんの対象外等の理由によりあっせんを行わなかったもの

あっせんを行ったが、解決の見込みがな
いため打ち切ったもの

相手方当事者があっせんに応じなかったため、あっせんを行わ
なかったもの
あっせんを行ったが、解決の見込みがないため打ち切ったもの

あっせんを行う前に取り下げられたもの
事前調査やあっせん活動を行わないうちに取り下げられたもの
自主解決に至っていないが、取り下げられたもの

あっせんを行い、解決に至ったもの
あっせんを行い、解決に至ったもの
自主解決による取下げで事前調査やあっせん活動が何らかの影
響を及ぼしたもの

（前年度からの繰越）

水
田

H26.4.16

加
藤

柴
田

森
山

武
政

川
村

23日

H26.5.14

井
上

H26.5.29
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処理

日数
終結月日 公 労 使

卸売業、小売業 H27.3.24

H26.11.20

森

水
田

加
藤

西
山

折
田

宿泊業・飲食サービス業

H26.11.18

H26.11.27

H26.11.6

H26.11.11
医療・福祉

井
上

医療・福祉

労
パワハラに対する謝罪、
慰謝料

解決 H27.2.26
サービス業 H27.2.26

西
山

複合サービス業 H27.3.19

27(個)226号
H27.3.10 労 解雇撤回 解決 H27.3.24

15日
川
田

池
澤

27(個)227号
H27.3.12 労 雇止めの撤回 打切

川
村

8日
藤
原

折
田

加
藤

藤
原

214日

森

柴
田

武
政

藤
原

24日

H26.6.5

事 件 番 号
受付
月日

武
政

西
山

畑
山

川
村

川
田

H26.9.8
H26.9.8

柴
田

折
田

西
山

23日

H26.7.3

48日

H26.10.7

46日

15日

H26.12.26

藤
原

池
澤

H26.6.11

H26.8.21

H26.8.26

26(個)215号

医療・福祉

26(個)216号

サービス業

26(個)217号

運輸業、郵便業

27(個)223号
H27.2.5 労

パワハラによる会社都合
退職及び慰謝料

解決

川
村

26(個)220号

川
村

26(個)214号

医療・福祉

26(個)218号

建設業

25(個)219号

26(個)213号
H26.5.27

農業、林業

H26.12.26

解決

解決

解決

労
不当解雇により得ること
ができなくなった賃金支
払い

解決労 解雇撤回
卸売業、小売業

26(個)212号
H26.5.19

申 請 事 項
処理
結果

申請
区分

    ２　処理日数は、受付日から終結日までの日数
(注)１　事件番号は、暦年＋通し番号

内定取消に当たり１ヶ月
分の給料と精神的慰謝料
の支払い

未払賃金の支払

自宅待機命令の解消、職
場復帰

解雇撤回 解決

14日

H26.12.26

労 H26.12.8

社会保険料立替分を請求
しないこと等

打切

打切

解決

H26.7.3

労

労

労

労

労

即日解雇に対する損害賠
償金の支払い

21日

H26.12.8

労 減額された賃金の復元等

H27.3.13

27(個)225号
受診に際して職場が指定
する病院の変更

解決
H27.3.3
H27.3.13

24日
柴
田

畑
山

H27.2.18 労

職場復帰
27(個)224号

H27.2.18 労

生活関連サービス業、娯楽業 H26.12.9

医療・福祉 H27.3.13

H27.3.13
24日

藤
原

武
政

H27.2.18

打切

H27.2.18
14日

労 給与２か月分の支払 解決 H26.12.9
13日

27(個)222号
H27.2.3

藤
原

池
澤

柴
田

26(個)221号

医療・福祉

川
田

解決 H26.6.10

柴
田

井
上

森

川
田

折
田

水
田

柴
田

あっせん員

8日

H26.9.11
H26.10.7

川
村

41日

H26.7.15

折
田

畑
山

H26.7.15

H26.5.26

開催
月日
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